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令和７年９月  

高校生 保護者各位 

専修大学松戸高等学校 
 

令和７年度 高等学校等就学支援金および臨時支援金の申請手続について 
 

 標題の件、高等学校等就学支援金及び臨時支援金の申請手続につきまして、ご案内申し上げます。 

 この制度は、国公私立を問わず高等学校等の授業料の支援として支給される返済不要の国の支援制度です。 

 今年度については、全ての方が就学支援金もしくは臨時支援金の対象となりますので、全ての方が必ず申請

手続を進めてください。なお、オンライン申請については本校ホームページに掲出する申請マニュアルを参照

しながら、就学支援金オンライン申請システム e-Shien(※)にてオンライン申請手続を進めてください。 

 また、就学支援金および臨時支援金については、申請が必要な制度でありますので、申請をしなければ支援

を受けることができません。制度の趣旨をご理解の上、くれぐれも申請漏れのないようにご注意ください。 

 ※e-Shien ログインページ･･･https://www.e-shien.mext.go.jp/ 

 

e-Shien オンライン申請マニュアル･･･https://www.senshu-u-matsudo.ed.jp/news/nid00000566.html 

記 

＜受給資格＞ 

 市区町村民税の課税標準額×6% 

－市区町村民税の調整控除の額＊1 
世帯収入の目安 受給対象 年額（最大） 

304,200 円以上 約 910 万円以上 
臨時支援金 

(就学支援金対象外) 
 

118,800 円 

154,500 円以上、304,200 円未満 約 590 万円～約 910 万円 就学支援金 118,800 円 

154,500 円未満 約 590 万円未満 就学支援金 
1 年生･･･396,000 円 

2･3 年生･･･327,600 円 
 

＊1 保護者等(生徒の親権を行う者等)の合算により判定されます。政令指定都市の場合は「調整控除の額」に 3/4を乗じて計算。 

 例：令和 7 年 4 月～6 月まで就学支援金を月額 9,900 円受給し、7 月以降の申請で所得制限になった場合 

→7 月以降は臨時支援金を 89,100 円受給することになり、合計年額 118,800 円となります。 

 

＜申請手続について＞ 

提出書類 

〇全ての方が情報連携依頼書の提出が必要です。 

 →配布された情報連携依頼書に必要事項を記入し、封をしたうえで 9月 30日(火)に教室にて回収とな

ります。担任の先生へご提出ください。 

 

オンライン申請～e-Shien によるオンライン申請～ 

① 令和 7年 6月現在、就学支援金を受給していない方 

（※高校 1 年生で 4 月申請分が不認定となり、7 月以降改めて申請する場合もこちら） 

  →就学支援金オンライン申請システム e-Shienでの申請が必要です。 

  e-Shienへログインし、9月 30日(火)までに「意向登録」→「受給資格認定申請」→「臨時支援金意

向登録」をお済ませください。※本校ホームページに掲出されるオンライン申請マニュアル「新規申請編」

を参照してください。 

なお、ログイン IDとパスワードを紛失してしまった場合は、事務室まで大至急ご連絡ください。 

https://www.e-shien.mext.go.jp/
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② 令和 7年 6月現在、受給資格認定を受けている方のうち、 

  マイナンバーを直接入力して申請した方 

→手続は原則的に(※１)ありません。 

 自動で継続手続されますので、ご家庭での e-Shien手続きはありません。 

 （情報連携依頼書のみ提出していただければ、手続完了です。） 

 

  ※１婚姻･離婚･死別等で保護者に変更があった場合や、転居や海外赴任等によって 2024 年 1 月 1 日から 2025

年 1 月 1 日までの間に課税地の変更があった場合（例：柏市から松戸市、海外から市川市、船橋市から海外

など）、保護者等の情報変更手続が必要です。9/30(火)までに e-Shien より『保護者等情報変更届出』をお

願いいたします。（本校ホームページに掲出されるオンライン申請マニュアル「変更手続編」を参照してく

ださい。） 

 

マイナポータルを利用して自己情報を提出･認定申請した方 

  →e-Shienにて継続意向登録が必要です。 

9月 30日(火)までに各自オンライン申請をお願いいたします。 

  各ご家庭にて e-Shien へログインし、9 月 30 日(火)までに「継続届出」→「収入状況届出」→「臨

時支援金意向登録」をお済ませください。※本校ホームページに掲出されるオンライン申請マニュアル「継

続届出編」を参照してください。 

  なお、ログイン IDとパスワードを紛失してしまった場合は、事務室まで大至急ご連絡ください。 

 

 

③ 就学支援金および臨時支援金を申請しない場合 

  → 本校事務室までお電話ください。 

 

＜就学支援金および臨時支援金の受領について＞ 

 本校では支給対象者の方も一旦授業料等学費を納入していただき、後日、決定した就学支援金相当額をまと

めてご返金する予定です。 

 ※例年、返金は二回に分け１０月頃と２月頃を予定していますが、今年度については申請開始が遅れた影響

で、支給時期も遅れる可能性がありますのでご了承ください。 

 なお、臨時支援金の支給時期は年度末(令和 8年 3月)以降になる可能性があります。 

＜その他＞ 

・税の申告を行っていない場合は所得確認ができず、支給額決定の遅れの原因となります。事前に申告手続きを行

うようお願いいたします。 

・年度の途中でも婚姻･離婚や死別による保護者(親権者）等の変更や税の更正によって、支給対象となる場合があ

ります。また、支給額が変更になる場合や対象外になる場合もありますので、必ず事務室にご連絡ください。 

・この件に関するお問い合わせは事務室窓口または下記へご連絡ください。 

 専修大学松戸高等学校 事務室 ℡047(362)9101（代） 担当：古川・大岡  

以上 

 

＜参考資料＞ 

次ページ以降に参考資料として、「申請手続フローチャート」と「情報連携依頼書の記入

例」を掲出していますので、ご確認ください。 
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＜申請手続フローチャート＞ 
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＜情報連携依頼書の記入例＞ 

表面 

全員記入してください。 

●居住地の記載について 

2025年 1月 1日時点の課税地を記

入してください。 

（例：千葉県 松戸市） 

 

同時点で海外にお住まい、または赴

任などで保護者が海外におり、日本

国内に課税地がない場合は、滞在国

名を記入してください。 

（例：中国、アメリカ など） 

裏面 

過去に別の高等学校に在籍していた方のみ 

記入が必要です。 


